
                           別紙６ 

新旧対照表 

【条約等基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 106号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

1 

改 正 後 改 正 前 

別紙４（２－１関係） 

   世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（ＷＴＯ協定）の加盟国・地

域 

（平成 29年４月１日現在）

 国         名 

加盟国・地域
（164 カ国・
地域（日本を
含む。）） 

アイスランド、アイルランド、アフガニスタン、アメリカ

合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、

アルメニア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、EU、

イエメン、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、

ウガンダ、ウクライナ、ウルグアイ、英国、エクアドル、

エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、

オーストリア、オマーン、オランダ、ガイアナ、カザフス

タン、カタール、ガーナ、カナダ、カーボヴェルデ、ガボ

ン、カメルーン、ガンビア、カンボジア、ギニア、ギニア・

ビサウ、キプロス、キューバ、ギリシャ、キルギス、グア

テマラ、クウェート、グレナダ、クロアチア、ケニア、コ

スタリカ、コートジボワール、コロンビア、コンゴ共和国、

コンゴ民主共和国、サウジアラビア、サモア、ザンビア、

シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、シンガ

ポール、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スペイン、

別紙４（２－１関係） 

   世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（ＷＴＯ協定）の加盟国・地

域 

（平成 27年 11 月 30 日現在）

 国         名 

加盟国・地域
（162 カ国・
地域（日本を
含む。）） 

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首

長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アン

ゴラ、アンティグア・バーブーダ、EU、イエメン、イスラ

エル、イタリア、インド、インドネシア、ウガンダ、ウク

ライナ、ウルグアイ、英国、エクアドル、エジプト、エス

トニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、

オマーン、オランダ、ガイアナ、カザフスタン、カタール、

ガーナ、カナダ、カーボヴェルデ、ガボン、カメルーン、

ガンビア、カンボジア、ギニア、ギニア・ビサウ、キプロ

ス、キューバ、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クウェ

ート、グレナダ、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コー

トジボワール、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共

和国、サウジアラビア、サモア、ザンビア、シエラレオネ、

ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、シンガポール、ジンバ

ブエ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スリ
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スリナム、スリランカ、スロバキア、スロベニア、スワジ

ランド、セーシェル、セネガル、セントビンセント、セン

トクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、ソロモン、

タイ、大韓民国、タジキスタン、タンザニア、チェコ、チ

ャド、中央アフリカ、中華人民共和国、チリ、台湾、チュ

ニジア、デンマーク、ドイツ、トーゴ、ドミニカ、ドミニ

カ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、トンガ、ナイ

ジェリア、ナミビア、ニカラグア、ニジェール、日本、ニ

ュージーランド、ネパール、ノルウェー、ハイチ、パキス

タン、パナマ、バヌアツ、バーレーン、パプアニューギニ

ア、パラグアイ、バルバドス、ハンガリー、バングラデシ

ュ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フ

ランス、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルネイ、ブルン

ジ、ベトナム、ベナン、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、

ベルギー、ボツワナ、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、

香港、ホンジュラス、マカオ、マケドニア旧ユーゴスラビ

ア共和国、マダガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、マレ

ーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、メキシコ、モザ

ンビーク、モーリシャス、モーリタニア、モルディブ、モ

ルドバ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、ヨルダン、

ラオス、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、リ

ランカ、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セーシ

ェル、セネガル、セントビンセント、セントクリストファ

ー・ネーヴィス、セントルシア、ソロモン、タイ、大韓民

国、タジキスタン、タンザニア、チェコ、チャド、中央ア

フリカ、中華人民共和国、チリ、台湾、チュニジア、デン

マーク、ドイツ、トーゴ、ドミニカ、ドミニカ共和国、ト

リニダード・トバゴ、トルコ、トンガ、ナイジェリア、ナ

ミビア、ニカラグア、ニジェール、日本、ニュージーラン

ド、ネパール、ノルウェー、ハイチ、パキスタン、パナマ、

バヌアツ、バーレーン、パプアニューギニア、パラグアイ、

バルバドス、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フ

ィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリ

ア、ブルキナファソ、ブルネイ、ブルンジ、ベトナム、ベ

ナン、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ベルギー、ボツワ

ナ、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、香港、ホンジュ

ラス、マカオ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マダ

ガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、マレーシア、南アフ

リカ共和国、ミャンマー、メキシコ、モザンビーク、モー

リシャス、モーリタニア、モルディブ、モルドバ、モロッ

コ、モンゴル、モンテネグロ、ヨルダン、ラオス、ラトビ

ア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、
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ベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、ルワンダ、レソト、

ロシア 

ルーマニア、ルワンダ、レソト、ロシア 


